
中学考古学の諸問題←う（水野）

会
図
録
は
も
と
よ
り
、
　
『
自
二
身
墓
』
　
『
南
島
二
陵
』
　
（
一
九
五
七
年
中
、
『
折

南
古
画
像
石
墓
』
（
一
九
五
六
年
置
）
、
『
望
都
漢
墓
壁
画
』
（
一
九
五
五
年
刊
）
、

『
輝
県
発
掘
報
告
』
、
　
『
聖
書
墓
遺
物
』
　
（
一
九
五
六
年
刊
）
、
　
『
長
沙
発
掘
報

告
』
　
（
一
九
五
七
年
刊
）
等
の
発
掘
報
告
か
ら
、
『
長
沙
漆
器
図
録
』
　
（
一
九

五
五
年
刊
）
、
『
古
代
石
刻
画
選
集
』
　
（
一
九
五
七
年
刊
）
等
の
図
録
類
ま
で
、

か
ぞ
え
た
て
れ
ば
い
た
っ
て
多
い
。
そ
れ
に
戦
前
た
え
て
発
表
さ
れ
な
か
っ
た

安
陽
毅
櫨
の
発
掘
記
録
も
、
い
ろ
ん
な
か
た
ち
で
発
表
さ
れ
、
『
小
手
』
第
三

本
、
陶
器
の
上
半
も
、
一
九
五
穴
年
に
は
刊
行
を
み
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

を
一
々
点
検
す
る
こ
と
は
、
い
ま
で
は
容
易
な
こ
と
で
な
く
な
っ
て
い
る
。
本

誌
が
、
以
下
の
項
目
に
わ
か
ち
、
こ
こ
に
紹
介
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
ま
さ
に
、

そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

禰
、
新
出
西
田
金
文
編
年
の
諸
問
題伊

　
皇

道
　
治

　
西
周
青
銅
器
銘
文
の
研
究
特
に
そ
の
編
年
的
な
研
究
に
は
、
二
つ
の
大
き
な

流
れ
が
あ
る
。
一
つ
は
歴
法
を
推
定
し
て
一
種
の
歴
譜
を
復
原
し
、
こ
れ
に
銘

文
に
あ
ら
わ
れ
る
年
月
日
・
月
華
を
あ
て
は
め
て
行
く
方
法
で
、
こ
れ
に
は
、

呉
其
昌
氏
の
『
金
交
歴
朔
疏
証
』
　
（
一
九
三
六
年
）
と
劇
作
賓
氏
の
「
西
周
年

歴
譜
」
と
が
代
表
的
で
あ
る
。
二
は
、
銘
文
中
に
あ
ら
わ
れ
る
人
名
・
歴
史
的

事
実
・
地
名
な
ど
に
よ
っ
て
、
銘
文
を
幾
つ
か
の
群
に
わ
け
、
こ
れ
を
文
献
的

な
史
料
と
比
較
し
、
更
に
群
ご
と
の
銘
文
の
形
式
・
壁
体
・
器
形
・
文
様
な
ど

の
相
対
的
な
関
係
を
た
ど
っ
て
編
年
す
る
も
の
で
、
郭
沫
若
氏
『
両
周
金
文
辞

大
系
』
、
貝
塚
茂
樹
氏
『
中
国
古
代
史
学
の
発
展
』
　
（
一
九
四
六
年
）
、
更
に
最

近
に
は
陳
夢
家
弟
の
「
西
周
銅
器
断
代
」
が
あ
る
。
こ
の
方
法
の
何
れ
が
、
出

土
遺
物
の
研
究
に
よ
り
実
際
的
な
も
の
で
あ
る
か
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ

て
、
こ
の
論
考
で
は
、
そ
の
範
囲
を
第
二
の
方
法
に
限
っ
て
述
べ
る
こ
と
と
す

る
。　

さ
て
最
近
に
お
け
る
青
銅
器
銘
文
の
研
究
は
、
陳
夢
華
氏
の
「
西
周
銅
器
断

代
」
の
発
表
に
よ
っ
て
、
新
し
い
段
階
に
入
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
、

銘
文
の
体
系
的
な
研
究
は
、
郭
筆
墨
氏
の
『
両
耳
金
文
辞
大
系
』
　
（
一
九
三
三

年
）
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
然
る
に
最
近
に
な
っ
て
新
し
い
資
料
が

出
土
し
た
り
、
或
は
私
蔵
さ
れ
て
い
た
青
銅
器
が
学
界
に
紹
介
さ
れ
た
の
で
、

こ
う
い
う
新
資
料
を
含
め
て
、
改
め
て
体
系
的
な
研
究
を
行
う
必
要
が
生
じ
た
。

こ
れ
に
先
ず
着
手
し
た
の
が
、
陳
氏
の
論
考
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
『
考
古
学

報
』
第
九
冊
か
ら
同
第
十
四
冊
（
一
九
五
六
年
第
四
期
）
の
六
回
に
わ
た
っ
て

連
載
さ
れ
、
申
絶
し
て
し
ま
っ
た
。
従
っ
て
そ
の
全
容
は
知
り
得
な
い
が
、
孝

王
の
時
期
即
ち
配
偶
時
代
の
な
か
ば
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
、
こ
の
時
期
ま
で

の
研
究
に
つ
い
て
は
、
陳
氏
の
論
文
を
中
心
と
し
て
眺
め
て
見
よ
う
。
但
し
陳
∵

氏
の
と
り
あ
げ
た
銘
文
の
す
べ
・
て
に
言
及
す
る
こ
と
は
、
紙
数
の
関
係
で
不
可

能
で
あ
る
か
ら
、
今
回
は
出
来
る
だ
け
、
新
出
資
料
に
重
点
を
置
き
、
他
は
、

末
尾
に
あ
げ
た
附
表
を
見
ら
れ
た
い
。
ま
た
こ
の
論
考
は
樋
購
隆
康
氏
の
「
新

発
見
の
西
周
銅
器
群
と
そ
の
問
題
点
」
と
関
連
す
る
所
が
多
い
の
で
常
に
参
照

さ
れ
た
い
。

　
漸
出
或
い
は
新
紹
介
の
資
料
の
う
ち
で
、
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
何
と
い

っ
て
も
、
聖
廟
・
保
尊
、
宜
煙
毒
段
、
召
尊
・
召
爵
の
三
組
の
銘
文
で
、
何
れ

も
周
初
の
東
夷
征
伐
に
開
係
の
あ
る
青
銅
器
で
あ
る
。
先
ず
こ
の
三
つ
の
金
・
叉
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．
に
つ
い
て
な
が
め
て
晃
よ
5
。

　
1
、
保
繭
（
保
尊
同
文
）

　
乙
卯
、
町
並
保
及
」
股
東
国
義
解
、
征
」
兄
六
晶
、
単
車
予
」
保
、
易
賓
、

　
用
作
文
」
父
癸
宗
宝
隙
葵
、
遜
」
予
四
方
造
王
大
祀
後
」
干
周
。
在
二
月
既

　
望
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
陳
氏
は
こ
の
器
を
武
王
時
代
の
も
の
と
比
定
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
1
、
股

ロと
東
国
五
聖
と
が
、
武
王
伐
王
后
に
封
ぜ
ら
れ
た
股
の
武
庚
と
、
周
に
属
す
る

斉
・
魯
・
燕
・
管
・
薬
の
五
国
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
。
2
、
こ
の
銘
文
が
、
股

末
の
卵
其
函
に
類
似
す
る
。
3
、
こ
の
器
形
文
様
が
成
王
時
代
ま
で
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
三
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
黄
盛
期
氏
は
、
第
2
・
3
の
理
由

は
、
馴
初
の
器
で
あ
る
理
由
に
は
な
る
が
、
武
王
時
代
と
す
る
理
由
と
は
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
む

な
い
と
し
、
更
に
第
一
の
「
股
東
国
五
侯
」
は
股
の
東
国
五
侯
の
意
味
で
、
こ

れ
は
武
鯛
の
死
盾
、
叛
観
を
起
し
た
准
夷
を
示
す
も
の
で
、
多
く
の
文
献
に
伝

え
ら
れ
る
薄
姑
・
徐
・
奄
な
ど
を
し
め
す
と
し
、
従
っ
て
こ
の
器
は
、
成
王
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

代
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
　
郭
沫
若
氏
も
こ
の
説
に
従
い
、
成
仏
時
代
と
す

③る
。
こ
の
よ
う
な
差
異
が
生
じ
た
の
に
は
、
今
一
つ
銘
文
の
読
み
方
で
、
異
っ

た
解
釈
を
し
た
点
に
大
き
な
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
黄
氏
の
指
摘
し
て
い
る
所

で
、
第
一
行
の
「
王
令
保
及
」
の
担
桶
を
如
何
に
解
釈
す
る
か
に
存
す
る
。
陳

氏
は
こ
の
及
字
を
名
詞
を
併
列
す
る
時
の
接
続
詞
と
解
す
る
に
対
し
、
黄
・
郭

両
氏
は
こ
れ
を
逮
捕
す
る
と
い
う
動
詞
に
解
釈
し
た
わ
け
で
あ
る
。
若
し
陳
氏

の
如
く
、
接
続
詞
と
す
る
と
、
こ
の
保
（
後
述
）
と
股
東
国
五
侯
と
が
同
時
に

周
回
の
命
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
。
成
王
の
初
年
に
は
東
の
准
夷
が
毅
の
子
孫

の
武
庚
と
共
に
叛
乱
を
起
し
て
い
る
の
で
、
王
命
を
受
け
て
行
動
す
る
こ
と
は

あ
り
得
な
い
。
・
従
っ
て
、
成
王
よ
り
前
の
武
王
時
代
と
な
り
、
而
か
も
周
と
政

治
的
に
親
し
い
関
係
の
国
で
あ
る
必
要
か
ら
、
武
庚
・
斉
・
魯
な
ど
を
比
定
し

た
と
想
像
さ
れ
る
。
然
し
黄
氏
も
指
摘
す
る
如
く
、
　
「
及
」
字
を
接
続
詞
と
し

て
使
用
す
る
の
は
、
恭
王
時
代
の
格
幽
門
に
始
め
て
見
え
、
ま
た
股
代
の
ト
辞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
も
こ
の
よ
う
な
用
例
は
な
い
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ
は
追
捕
の
意
味
で

あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
保
が
王
命
を
受
け
て
、
叛
乱
を
起
し
た
東
夷
を
追
捕
し

た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
銘
丈
の
内
容
は
、
周
と
東
方
と
の
関
係
を
示
す
も
の
で

あ
り
、
歴
史
的
な
事
実
か
ら
需
え
ば
、
黄
・
郭
両
氏
の
成
型
時
代
説
の
ほ
う
が

よ
り
妥
当
な
も
の
と
言
え
よ
う
。
然
ら
ば
こ
の
器
の
製
作
者
で
あ
る
保
と
い
う

の
は
如
何
な
る
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
黄
・
郭
両
氏
は
召
公
爽
に
あ
て
、
史
記
周

本
紀
の
「
召
公
為
保
、
周
公
蜂
師
、
東
征
潅
夷
、
践
奄
、
華
墨
聖
書
姑
」
を
引

用
す
る
。
即
ち
大
豊
の
官
に
な
っ
た
召
公
の
こ
と
で
あ
り
、
旅
鼎
・
大
保
段
・

作
冊
大
塩
な
ど
に
見
え
る
大
保
と
同
一
の
入
物
と
見
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
陳
氏
は
、
作
器
者
が
自
己
を
呼
ぶ
時
に
は
自
己
の
名
を
書
き
、
こ
れ
に
官

名
を
附
加
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
逆
名
だ
け
で
己
を
呼
ぶ
例
は
な
い
と
の
見

解
に
立
っ
て
、
保
は
官
名
で
は
な
く
、
個
有
名
詞
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
令
葬

に
あ
ら
わ
れ
る
「
周
公
子
明
保
」
、
　
「
明
公
」
、
の
明
保
で
あ
り
、
作
冊
翻
廟
の

明
保
、
明
寒
生
の
明
野
と
同
一
入
物
で
、
周
公
旦
の
次
子
尊
堂
で
あ
る
と
し
た
。

こ
の
陳
氏
の
保
を
個
人
名
と
す
る
考
え
に
も
、
黒
氏
の
如
く
に
は
根
拠
薄
弱
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
て
し
ま
う
こ
と
は
出
来
な
い
点
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
何
れ
に
決
定
す
可
き

か
は
急
に
は
断
定
出
来
な
い
。
然
し
、
陳
琉
が
成
王
時
代
と
す
る
明
龍
華
に
も

「
唯
王
事
明
断
遣
三
族
、
伐
東
国
云
々
」
と
あ
る
の
と
併
せ
考
え
る
と
、
陳
氏

の
如
く
こ
の
保
幽
の
保
が
明
保
・
壷
中
と
同
一
人
物
と
す
る
な
ら
ば
、
成
王
時

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

代
と
す
可
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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漸鵬西周金文編年の諸問題（伊藤）

　
2
、
宜
轟
轟
盤

　
佳
四
月
辰
才
丁
未
、
口
寄
蹴
上
。
」
成
王
伐
商
圓
、
遂
省
東
秘
露
、
」
王
ト
於

　
宜
、
齊
反
響
郷
。
王
令
虞
侯
矢
」
日
、
□
笹
書
宣
、
」
易
鍛
圏
一
面
、
商
篇

　
一
、
歯
黒
形
一
、
□
第
百
」
、
　
旅
弓
十
、
旅
矢
千
。
易
土
隅
畢
川
」
二
百
口
、

　
畢
聖
子
又
□
、
畢
小
竿
舟
」
又
五
、
　
〔
畢
〕
□
二
又
撒
。
易
昌
昌
。
」
王
人

　
□
□
又
七
里
、
易
貧
七
白
、
」
人
口
□
又
五
十
夫
、
易
宜
庶
人
」
六
百
又
□

　
〔
又
〕
六
夫
。
宜
雪
平
揚
」
王
嵩
置
慶
愚
父
丁
噂
葬
。
」

　
一
九
五
四
年
六
月
、
他
の
十
個
の
銅
器
と
と
も
に
江
蘇
省
丹
徒
論
煙
激
山
か

ら
出
土
し
た
も
の
で
、
同
平
他
器
と
の
時
代
的
な
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

樋
口
隆
康
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
の
で
、
ふ
れ
な
い
。
こ
の
銘
文
は
、
洛
陽

出
土
の
令
段
・
令
弊
と
隅
じ
矢
令
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
で
、
出
土
と
同
時
に

大
き
な
注
冒
を
惹
い
た
。
而
、
か
も
、
銘
文
に
は
、
矢
令
に
対
す
る
土
地
・
人
民

の
賜
与
が
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
当
時
の
社
会
史
の
資
料
と
し
て
も

重
要
な
も
の
で
あ
る
。
ゴ

　
こ
の
銘
文
の
時
代
に
つ
い
て
は
、
成
王
晦
代
と
す
る
郭
沫
若
・
陳
夢
家
・
陳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

邦
福
氏
の
説
と
、
康
王
時
と
す
る
康
蘭
氏
の
説
が
あ
る
。
前
説
は
、
作
器
者
の

矢
が
、
令
郵
・
令
段
と
同
一
人
物
で
あ
り
、
令
灘
と
こ
の
宜
戻
段
と
が
共
に
二

丁
の
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
内
容
的
に
は
令
段
と
共
に
成
王
時
代
の
東

夷
征
伐
と
関
係
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
唐
錦
は
一
代

の
ち
の
康
王
時
代
と
す
る
。
こ
の
曲
説
は
、
第
一
二
一
行
に
か
け
て
の
□
口
載

王
成
王
伐
計
図
の
九
字
を
如
何
に
解
す
る
か
に
よ
っ
て
分
れ
る
。
陳
氏
は
碧
海

で
断
証
し
、
郭
・
唐
両
氏
は
こ
れ
を
一
句
と
し
て
読
む
が
、
三
諦
は
「
武
成
皆

旧
号
而
非
死
譲
、
成
熟
生
時
已
櫓
門
王
、
不
能
視
為
戸
出
諸
王
法
門
之
証
」
と

い
う
。
唐
氏
は
こ
れ
に
批
判
を
加
え
、
死
ん
だ
王
と
現
存
の
王
と
を
併
列
し
て

呼
ぶ
の
は
不
適
当
で
あ
る
。
寧
ろ
小
孟
鼎
・
作
冊
三
鼎
と
同
じ
く
武
王
・
成
王

は
と
も
に
祖
父
を
併
列
し
て
呼
ん
だ
も
の
と
解
し
、
従
っ
て
こ
の
器
は
康
王
時

代
と
す
聡
き
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
民
を
賜
与
す
る
記
譲
も
孟
鼎
と
類
似
し
、

こ
の
点
か
ら
も
聖
王
時
と
し
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
陳

氏
の
如
く
、
口
□
磁
王
を
一
句
と
す
る
場
合
は
、
上
二
字
が
破
壊
さ
れ
て
不
明

と
は
い
え
、
意
味
が
と
り
に
く
く
、
孤
立
し
て
し
ま
う
。
ま
た
郭
氏
の
説
に
対

し
て
も
唐
氏
の
如
き
批
判
が
あ
る
。
然
し
唐
氏
の
説
も
、
令
弊
・
令
色
及
び
書

冊
大
箱
と
の
関
係
で
、
一
概
に
肯
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
即
ち
、
作
冊
大

鼎
の
作
学
者
大
は
、
令
殴
・
令
藝
の
作
器
者
矢
令
の
子
の
世
代
に
当
り
、
葡
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

も
作
冊
無
届
が
康
王
初
年
の
製
作
と
考
え
る
説
も
あ
る
か
ら
、
簡
単
に
簾
王
時

代
と
す
る
の
も
危
険
で
あ
る
。
銘
文
の
解
釈
の
点
で
、
多
少
疑
問
は
残
る
と
し

て
も
、
成
王
時
代
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
3
、
召
尊
（
召
紫
蘇
銘
）

　
唯
九
月
在
炎
膚
、
甲
」
午
白
想
父
賜
召
白
」
馬
、
毎
黄
、
髪
微
、
用
器
」
不

　
杯
。
召
多
用
追
予
」
炎
、
不
言
存
置
塾
友
、
」
召
万
年
永
光
、
」
無
作
團
宮
旅

　
奏
。
」

　
こ
の
器
は
、
同
銘
の
面
と
共
に
解
放
後
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
、
出
土
の
場

所
時
期
は
不
明
で
あ
る
。
陳
氏
以
外
に
は
こ
の
器
を
と
り
あ
げ
た
性
交
は
な
い

⑧が
、
三
王
初
年
の
東
夷
征
伐
に
重
要
な
位
置
を
占
め
た
白
息
急
が
あ
ら
わ
れ
る

か
ら
、
門
訴
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
闘
違
い
な
い
。
而
か
も
令
葭
と
同

じ
時
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
共
に
同
年
の
九
月
に
炎
（
山
東
省
邦

城
県
西
南
）
の
地
で
、
賜
与
を
受
け
た
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
二
器
を

比
較
す
る
と
、
東
征
の
時
、
こ
の
炎
の
地
で
、
周
の
軍
隊
の
大
集
結
が
行
わ
れ

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
器
に
つ
い
て
は
時
期
的
な
問
題
は
な
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い
。
こ
の
器
と
同
名
の
作
者
に
よ
る
召
角
器
（
郭
氏
は
召
肖
と
呼
ぶ
）
も
や
は

り
二
王
晴
代
の
も
の
で
あ
り
、
郭
氏
も
「
大
系
」
の
新
版
で
は
、
孝
王
時
代

（
旧
版
）
か
ら
成
王
ま
で
時
代
を
あ
げ
て
い
る
。

　
さ
て
こ
こ
で
、
白
蟻
父
の
諸
器
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
上
に
あ
げ
た
器
の
砥

か
、
小
臣
謎
暇
・
呂
行
触
・
小
臣
宅
殴
・
御
正
衛
鼓
な
ど
に
よ
っ
て
、
こ
の
人

物
が
成
王
時
代
の
有
力
な
将
軍
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
が
、
こ
の
人
物
が
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

わ
れ
る
廻
游
鼎
を
、
陳
氏
は
昼
型
初
期
の
も
の
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
陳
氏

に
よ
る
と
、
交
様
の
点
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
然
る
に
郭
氏
は
こ
れ
を
成
王
時

　
　
　
⑫

代
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
白
壁
父
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
、
及
び
陳
氏
が
塀
と

釈
し
た
掌
を
旅
と
釈
す
る
点
で
あ
る
。
即
ち
旅
と
釈
す
る
と
、
こ
の
人
物
は
旅

鼎
の
作
製
翠
雲
と
同
一
人
と
な
り
、
更
に
こ
の
旅
鼎
は
留
保
般
と
関
係
し
て
来

る
。
い
ま
こ
れ
を
拓
本
に
つ
い
て
冤
る
に
、
師
族
鼎
の
族
は
明
ら
か
に
族
で
あ

り
、
旅
鼎
の
旅
と
は
こ
と
な
る
。
従
っ
て
釈
字
の
点
で
は
、
閣
ら
か
に
陳
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

説
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
こ
こ
で
問
題
と
し
て
残
る
の
は
、
師
旅
鼎
に
出

る
申
な
る
人
物
で
、
こ
の
人
物
は
湖
北
省
孝
感
県
出
土
の
所
謂
安
州
六
器
の
作

器
渚
中
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
師
游
鼎
と
と
も

に
こ
の
安
詳
六
蕃
を
康
王
頃
に
焼
き
得
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
中
の
諸
器
が
南
の
虎
方
即
ち
徐
潅
の
地
方
を
征
伐
し
た
時
の
も
の
で
あ
る
こ

と
は
如
何
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
さ
て
陳
氏
は
こ
の
師
游
鼎
を
康
王
事
と
す
る
と
と
も
に
こ
れ
と
関
連
し
て
、

遙
頗
・
竃
鼎
・
競
廟
な
ど
雷
撃
父
・
白
爆
父
・
競
の
三
人
を
標
識
と
す
る
一
群

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
銅
器
を
康
王
時
代
と
し
た
。
郭
氏
は
こ
れ
ら
の
、
銅
器
を
穆
王
時
代
と
す
る
。

こ
れ
ら
を
何
れ
に
決
定
す
る
か
は
、
銘
文
自
体
に
は
直
接
の
根
拠
と
な
る
も
の

は
存
し
な
い
。
豊
頃
が
穆
少
時
と
す
る
の
は
、
後
漢
書
東
夷
伝
に
あ
る
穆
王
が

准
夷
を
討
つ
た
と
い
う
伝
説
に
依
拠
し
て
い
る
。
而
か
も
郭
氏
は
、
呈
露
の
考

釈
に
お
い
て
、
こ
の
延
慶
が
、
郭
氏
の
成
王
時
代
と
す
る
（
即
ち
平
氏
の
師
旅

鼎
）
師
族
鼎
と
す
こ
ぶ
る
類
似
す
る
こ
と
を
注
意
し
、
二
器
が
時
代
上
あ
ま
り

へ
だ
た
り
が
な
い
と
推
定
し
、
ま
た
た
の
地
心
な
ど
も
、
器
形
・
字
体
が
周
初

の
風
を
央
っ
て
い
な
い
と
注
意
し
て
い
る
。
壁
塗
は
郭
氏
の
こ
の
但
し
省
ぎ
を

繊
発
点
と
し
、
師
族
鼎
を
聖
王
時
代
に
さ
げ
、
こ
れ
と
殆
ん
ど
同
時
代
で
あ
る

と
し
て
逼
厳
の
一
群
を
康
王
時
代
に
ま
で
あ
げ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
師
説

父
を
白
馬
父
よ
り
多
少
後
の
人
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
私
が
こ
こ
で
注
意
し
た
い

・
の
は
、
こ
の
師
離
父
の
｝
群
が
や
は
り
、
南
方
の
徐
潅
を
征
伐
し
た
時
の
も
の

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
点
で
、
遇
頗
な
ど
の
一
群
が
安
州
六
器
と
関

連
す
る
可
能
性
を
、
銘
文
内
容
に
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
遇
甑
が

山
東
省
点
燈
整
髪
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
も
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
東

夷
南
夷
征
伐
と
由
東
半
島
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
貝
塚
茂
樹
氏
の
「
留
滞
周

初
の
東
方
経
略
に
つ
い
て
」
（
「
中
国
古
代
史
学
の
発
展
」
所
収
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。

　
そ
し
て
こ
の
一
群
を
陳
氏
の
如
く
康
王
時
代
に
概
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と

す
る
と
、
西
周
の
勢
力
の
発
展
が
明
確
に
あ
と
づ
け
ら
れ
る
。
即
ち
武
王
に
よ

っ
て
段
を
倒
し
た
周
は
、
次
の
成
王
暁
代
に
東
方
へ
進
出
し
、
更
に
康
王
の
時

代
に
な
っ
て
南
方
へ
の
発
展
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
南

方
へ
の
進
出
は
継
続
し
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
前
に
述
べ
た
宜

戻
矢
矧
を
出
土
し
た
江
蘇
省
丹
徒
県
の
墓
が
、
穆
王
時
代
に
造
ら
れ
た
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
東
方
、
南
方
へ
の
進
出
は
、
火
規
模
な
軍
事
ヵ
の

動
員
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
た

こ
の
江
蘇
省
丹
徒
県
の
青
銅
器
群
…
藩
侯
罵
言
を
除
く
一
が
、
長
安
普
磁
器
の
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⑰

銅
器
と
非
常
に
よ
く
類
似
す
る
こ
と
は
、
丹
徒
の
青
銅
器
が
ど
こ
で
作
ら
れ
た

は
別
と
し
て
、
西
周
の
根
拠
地
と
緊
密
な
関
係
が
遠
隔
な
地
と
結
ば
れ
て
い
た

証
拠
と
な
る
。
西
周
の
歴
史
は
、
毅
の
歴
史
に
く
ら
べ
不
明
な
点
が
多
い
。
然

し
て
こ
う
い
っ
た
軍
事
的
な
組
織
力
と
行
動
力
を
も
つ
王
朝
で
あ
っ
た
こ
と
を

想
像
さ
せ
る
。
西
周
の
歴
史
は
、
決
し
て
単
な
る
伝
説
の
世
界
で
は
な
い
。
昭

王
南
征
し
て
帰
ら
ず
の
低
落
も
事
実
で
あ
り
得
た
筈
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
点

で
、
西
周
史
の
再
構
成
が
、
銘
文
の
編
年
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
来
る
で
あ

ろ
う
ρ

　
次
に
戦
後
陳
西
省
か
ら
出
土
し
た
西
周
中
期
－
陳
氏
の
い
う
一
の
銘
文
に
つ

い
て
述
べ
よ
う
。
　
一
は
長
安
普
渡
蟹
か
ら
出
土
し
た
長
由
蚕
、
二
は
鄙
遠
蛙
家

村
出
土
の
馬
形
盛
尊
と
蓋
方
違
と
で
あ
る
。

　
一
　
佳
三
月
初
吉
丁
番
、
穆
王
」
才
下
腿
庄
、
穆
王
郷
醗
、
即
」
井
白
大
本

　
　
射
、
穆
出
歯
長
」
由
、
以
来
即
上
白
、
井
白
墨
寅
不
」
姦
、
長
由
蔑
暦
、

　
　
敢
対
揚
天
」
子
不
杯
休
、
用
離
礁
皇
孫
。
」

　
二
a
、
佳
王
十
又
二
月
、
辰
才
甲
申
、
王
」
初
合
駒
干
版
。
王
冠
師
霞
召
」

　
　
　
蓋
。
王
親
旨
蓋
、
駒
易
両
」
…
…
中
略
…
…
…
敢
対
揚
天
子
之
休
、
余

　
　
　
用
作
倉
」
文
考
大
中
宝
晦
郵
。
盤
日
面
　
以
下
略
（
尊
）

　
　
b
、
唯
八
月
初
吉
、
王
各
干
嵩
物
。
穆
公
」
高
窓
立
中
廷
北
郷
。
…
…
…
」

　
　
　
…
…
中
略
…
…
運
休
用
心
股
文
祖
益
公
宝
（
本
編
）
　
以
下
略
（
弊
）

　
一
の
盃
の
時
代
に
つ
い
て
は
、
そ
の
漫
画
に
遠
称
の
穆
王
を
含
ん
で
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

で
、
穆
王
時
代
の
も
の
と
す
る
の
は
諸
家
同
じ
で
あ
る
。
二
の
蓋
の
器
に
つ
い

て
は
、
1
、
盤
切
を
属
土
時
代
、
馬
形
尊
を
そ
れ
よ
り
や
や
下
が
る
と
す
る
史

樹
青
氏
ら
の
意
見
と
、
2
、
馬
形
尊
を
孝
王
初
年
、
孫
は
孝
王
時
代
で
あ
る
が
、

馬
形
尊
よ
り
遅
い
と
す
る
李
学
勤
氏
の
説
、
及
び
3
郭
勤
の
熱
王
時
代
説
と
が

　
　
⑭

あ
る
。
こ
の
蓋
の
諸
器
に
は
、
馬
形
尊
に
師
摩
な
る
人
物
が
あ
り
、
方
弊
に
穆

公
の
名
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
何
れ
を
標
識
に
と
る
か
に
よ
っ
て
各
種
の
説
が

生
ず
る
。
穆
公
と
関
連
さ
せ
る
と
同
名
は
語
感
（
郭
話
は
宣
王
と
す
）
や
禺
鼎

　
（
郭
氏
は
夷
王
と
す
）
と
関
係
し
、
こ
れ
が
史
樹
青
髭
ら
の
根
拠
と
な
る
の
で

あ
る
。
然
る
に
郭
氏
も
指
摘
す
る
ご
と
く
、
無
二
と
い
う
名
は
、
必
ず
し
も
一

人
で
は
な
い
、
父
子
通
じ
て
使
用
し
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
時
代
決

定
の
標
識
と
は
な
し
得
な
い
。
寧
ろ
個
人
名
で
あ
る
馬
形
尊
の
師
朦
を
標
識
と

す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
人
物
は
郭
氏
が
、
撚
王
時
代
と
す
る
師
遽
段
・
師
写

方
弊
の
作
器
者
で
あ
る
師
遽
と
同
一
人
物
な
の
で
あ
る
。
従
り
て
態
態
は
、
憲

の
画
意
を
燃
王
時
代
と
推
定
し
た
。
李
氏
の
説
は
、
郭
氏
と
殆
ん
ど
同
じ
説
で

あ
る
が
、
た
だ
師
遽
殴
な
ど
を
燃
王
か
孝
王
か
断
定
出
来
な
い
と
し
て
、
一
応

孝
王
時
代
に
さ
げ
た
わ
け
で
あ
る
。
属
王
時
代
と
す
る
史
氏
ら
の
意
見
は
、
器

・
形
の
面
か
ら
見
て
も
肯
定
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
所
謂
西
周
中
期
の
う
ち

で
何
王
の
頃
に
遣
く
か
は
、
銘
文
の
上
で
は
師
遽
段
の
時
代
を
何
時
に
置
く
か

に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
今
一
度
王
氏
の
「
西
周
銅
器
二
代
」
に
も
ど
る
こ

と
と
す
る
。

　
陳
氏
は
、
長
戸
蚕
を
穆
王
時
代
に
白
く
こ
と
は
、
郭
氏
ら
と
同
じ
で
あ
る
が
、

師
遽
段
に
つ
い
て
は
、
　
郭
氏
よ
り
更
に
一
代
前
の
年
占
時
代
に
羅
く
の
で
あ

　
⑳る

。
そ
の
理
由
は
、
銘
文
自
体
の
標
識
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
寧
ろ
字
体
の
相
対
的
な
編
年
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

郭
氏
の
諮
王
代
説
は
、
頒
鼎
を
恭
王
国
代
と
し
、
そ
の
三
年
五
月
に
新
宮
を
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

営
し
た
の
に
対
し
、
師
遽
段
に
は
、
三
年
四
月
…
…
、
玉
殿
周
、
客
新
宮
と
あ

る
か
ら
、
当
然
こ
の
三
年
は
恭
王
で
あ
る
筈
は
な
く
、
次
の
賂
王
で
あ
る
筈
で

あ
る
と
し
た
。
然
し
な
が
ら
、
頒
鼎
を
恭
王
と
す
る
卓
説
に
対
し
て
は
、
容
庚
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氏
の
批
判
が
あ
り
、
単
に
新
宮
営
造
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
、
江
島
と
す
る
の

は
、
何
ら
根
拠
は
な
い
と
し
、
器
形
・
字
体
な
ど
か
ら
西
周
後
器
（
宣
王
時
代
）

　
　
⑳

と
す
る
。
金
文
の
編
年
的
研
究
に
は
、
決
定
的
な
史
料
と
い
う
の
は
少
く
、
銘

文
の
内
容
か
ら
幾
つ
か
の
群
別
に
分
け
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
群
と
群
と
の

排
列
は
、
相
対
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
然
し
こ
の
長
由
蚕
の
出
土
は
、
そ
の

点
で
、
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
。
こ
の
盃
が
穆
王
時
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま

ず
誤
り
な
い
。
更
に
こ
の
蓋
銘
に
は
倉
出
な
る
人
物
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
井

伯
な
る
人
物
は
、
ま
た
郭
・
陳
氏
と
も
に
共
王
時
代
と
す
る
利
鞘
（
郭
氏
の
長

剰
鼎
）
・
越
曹
鼎
一
・
師
虎
段
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
若
し
こ
の

由
益
と
利
下
な
ど
の
井
伯
が
同
一
物
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
二
つ
の
器

は
、
穆
王
或
い
は
そ
れ
に
近
い
時
代
の
も
の
と
な
る
。
而
か
も
利
鼎
の
作
器
着

で
あ
る
利
は
、
ま
た
師
寺
方
郵
に
も
あ
ら
わ
れ
る
人
物
で
あ
る
か
ら
、
井
伯
と

利
と
師
遽
と
の
三
人
の
人
物
を
標
識
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
由
盃
・
利
竹

群
・
頬
髭
方
郵
群
・
蓋
語
群
と
い
う
四
つ
の
器
群
が
、
穆
王
或
い
は
そ
れ
に
近

い
前
後
の
時
代
に
作
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
王
の
在
位
豊
艶
と
、
一

人
の
人
物
の
生
存
期
間
の
平
均
的
な
長
さ
を
ど
の
程
度
ま
で
に
認
め
る
か
に
よ

っ
て
変
化
は
あ
る
が
、
穆
王
と
共
心
時
代
に
こ
れ
ら
の
器
群
を
置
く
ほ
う
が
よ

り
妥
当
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
白
目
父
の
諸
徳
も
同
じ
で
あ
る
。

　
以
上
に
お
い
て
西
周
前
期
金
文
編
年
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
を
終
る
が
、

上
述
の
通
り
、
金
文
の
編
年
は
、
群
に
わ
け
る
こ
と
は
あ
る
程
度
確
実
で
あ
っ

て
も
、
群
と
群
と
を
結
び
つ
け
る
毅
に
な
る
と
色
々
な
問
題
が
生
じ
る
。
こ
の

溝
を
埋
め
る
た
め
に
は
、
器
形
・
文
様
な
ど
の
相
対
的
な
研
究
が
大
き
な
比
重

を
も
つ
て
来
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
馬
継
の
論
文
は
可
成
り
の
量
に
達
し
、
更
に
西
周
の
都
邑
・
諸
国
・
冊
命
制

度
な
ど
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
、
簡
単
に
紹
介
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
ま
た
色
々
疑
問
と
な
る
点
も
あ
る
が
、
現
在
は
す
べ
て
省
略
す
る
。
た

だ
最
後
に
歴
法
の
点
で
重
要
な
資
料
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
紹
介
し
て
置
く
。

そ
れ
は
月
華
に
関
す
る
も
の
で
、
董
作
賓
氏
な
ど
の
暦
譜
の
復
原
、
こ
れ
に
よ

る
金
文
の
編
年
に
も
重
要
な
資
料
で
あ
る
。
解
放
前
に
洛
陽
か
ら
出
土
し
た
と

伝
え
ら
れ
、
陳
書
が
成
王
時
代
と
す
る
作
紫
苧
函
に
は
同
年
の
二
月
既
望
乙
亥

（
干
支
番
号
把
）
と
四
月
既
生
覇
庚
午
（
7
）
の
二
つ
の
日
支
を
含
ん
で
い
る
。

陳
氏
は
こ
の
ほ
か
召
書
・
康
誰
・
圏
鼎
（
六
月
既
望
乙
亥
1
2
・
生
年
四
月
既
往

覇
丁
酉
3
4
）
・
令
敲
（
九
月
既
習
覇
丁
丑
1
4
）
・
令
敵
と
同
時
の
召
尊
（
九
月
甲

午
3
1
）
三
方
郵
（
八
月
甲
申
2
1
・
十
月
月
吉
癸
未
2
0
）
を
使
用
し
て
、
1
、
こ

れ
ら
の
月
象
は
あ
る
き
ま
っ
た
日
（
定
点
）
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
2
、
既
死

覇
は
初
一
日
。
3
、
命
乞
・
初
吉
は
初
三
脳
、
4
、
既
生
覇
は
＋
二
．
三
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

5
、
既
望
は
満
月
で
あ
る
と
推
定
し
た
。
こ
の
月
象
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
古

く
劉
散
の
説
を
は
じ
め
、
王
国
維
・
新
城
新
蔵
、
近
く
は
董
作
賓
・
藪
内
浩
氏

　
　
　
　
　
　
⑧

の
論
考
が
あ
る
。
こ
の
点
も
将
来
の
研
究
課
題
で
あ
ろ
う
。

　
　
尚
お
引
用
の
釈
文
は
、
盛
尊
・
送
受
灘
を
郭
株
張
氏
に
よ
り
、
他
は
陳
夢

　
　
家
氏
　
「
西
周
銅
器
誌
代
」
　
に
の
せ
ち
れ
た
も
の
に
よ
っ
た
。
個
々
の
釈

　
　
文
・
釈
字
の
検
討
は
後
日
に
ゆ
つ
る

①
陳
夢
話
「
西
周
銅
裾
降
下
」
0
（
考
古
学
報
第
九
冊
）

②
皿
盛
環
「
軍
鶏
銘
的
時
代
与
史
実
」
　
（
考
古
学
報
一
九
五
七
年
第
三
期
）

③
郭
沫
若
「
保
函
銘
釈
女
」
（
考
古
学
報
一
九
五
八
年
第
一
期
）

④
陳
夢
家
「
股
虚
卜
辞
綜
述
」
一
二
一
頁
に
対
す
る
黄
氏
の
批
判
で
あ
る
。

⑤
王
令
保
の
保
は
官
名
か
人
名
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
蔑
暦
日
保
の

70　（334）



新出西周金丈編年の諸問題（研藤）

場
合
に
は
、
先
づ
人
名
で
あ
る
。
蔑
暦
の
対
象
に
な
る
場
合
は
個
人
名
或
い

は
官
名
を
加
え
た
掴
人
名
を
書
く
の
が
普
通
で
あ
る
。
白
川
静
「
蔑
曲
解
」

　
（
甲
骨
学
第
四
・
五
合
爵
号
）
参
照
。

⑥
郭
氏
は
明
公
・
明
保
を
周
公
旦
の
子
飼
侯
伯
禽
に
比
定
し
（
大
系
考
釈
）
、

員
塚
氏
は
「
周
の
公
子
で
あ
る
明
保
」
と
読
み
、
明
と
旦
と
は
意
義
が
通
じ

る
の
で
周
公
旦
そ
の
人
と
す
る
（
中
国
古
代
史
学
の
発
展
）
。
魚
網
は
明
保
・

明
公
の
明
を
俣
｝
の
食
邑
の
地
名
と
し
て
い
る
。

⑦
樋
口
隆
康
「
新
発
見
の
西
門
銅
器
群
と
そ
の
問
題
点
」
（
東
洋
史
研
究
第

十
六
巻
「
二
口
写
）

⑧
郭
沫
若
「
矢
殴
銘
考
釈
」
（
考
古
学
報
一
九
五
六
年
第
一
期
目

　
陳
夢
家
「
連
累
矢
段
和
官
的
意
義
」
　
（
交
物
参
考
資
料
一
九
五
五
年
第
五

期
」
、
「
西
周
銅
器
断
代
」
e
。

　
陳
邦
福
「
矢
段
銘
考
釈
」
　
（
交
物
参
考
資
料
一
九
五
五
年
第
五
期
）

　
唐
蘭
「
宜
僕
矢
般
考
釈
」
　
（
晶
群
古
学
報
一
九
五
山
網
田
ヰ
第
二
期
）

⑨
郭
沫
若
「
両
周
金
文
辞
大
系
評
釈
」

⑩
陳
諸
家
「
西
嶺
銅
器
豊
代
」
⇔
（
考
古
学
報
第
十
冊
）

⑪
陳
夢
家
「
西
翠
銅
器
断
代
」
㊨
（
考
古
学
報
［
九
五
六
年
第
三
期
）

⑫
郭
沫
若
「
両
懸
金
文
辞
大
系
考
釈
」

⑬
容
庚
「
商
周
灘
器
通
考
」
・
「
金
文
編
」
も
陳
氏
に
同
じ
。
但
し
時
代
は

山
王
。

⑭
註
⑪

⑯
註
⑬

⑯
樋
口
前
掲
絶
交
。
な
お
樋
口
氏
も
と
り
あ
げ
ら
れ
た
江
蘇
省
儀
徴
県
破
山

口
出
土
の
銅
器
群
も
当
然
考
慮
さ
れ
る
可
き
も
の
で
あ
る
。

⑰
樋
口
前
掲
論
文
。

⑱
郭
沫
若
「
長
由
盃
銘
釈
文
」
（
文
物
参
考
資
料
一
九
五
五
年
第
二
期
）
李

亜
農
「
長
由
盃
銘
釈
文
註
解
」
　
（
考
古
学
報
第
九
冊
）

　
陳
絶
家
「
西
遊
銅
器
断
代
」
㊧

⑲
史
樹
脊
等
「
盗
導
、
三
盛
及
忌
門
曇
釈
文
」
（
文
物
参
考
資
料
一
九
五
七

年
第
六
期
）

　
李
学
勤
「
郡
県
李
家
村
銅
器
考
」
（
文
物
参
考
資
料
一
九
五
七
年
第
七
期
）

　
郭
沫
若
「
盛
器
銘
考
釈
」
　
（
考
古
学
報
一
九
五
七
年
第
二
期
）

　
な
お
こ
の
銘
は
非
常
に
珍
ら
し
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
楊
向
杢
氏
が
「
釈

執
駒
」
と
し
て
歴
史
研
究
一
九
五
七
年
第
十
期
で
と
り
あ
げ
て
い
る
。

⑳
陳
夢
家
「
西
周
銅
器
断
代
」
㈹
（
考
古
学
報
一
九
五
六
年
第
四
期
）

⑳
容
庚
「
武
英
殿
灘
器
図
録
」
・
「
商
周
灘
器
通
考
」

⑳
陳
謝
家
「
西
夏
銅
器
断
代
」
⇔

⑳
王
国
維
「
生
覇
死
覇
考
」
　
（
観
堂
早
薬
）

　
新
城
新
蔵
「
周
初
の
年
代
」
　
（
東
洋
天
交
学
史
研
究
）

　
董
作
賓
「
金
文
中
生
覇
諸
悪
考
」
（
傅
故
校
長
斯
年
先
生
論
語
論
交
集
）
・

　
「
西
周
年
暦
譜
」
（
中
央
研
究
院
歴
史
語
書
研
究
所
集
解
第
二
十
三
本
下
前
）

　
藪
内
清
「
段
暦
に
関
す
る
二
・
三
の
問
題
」
（
東
史
研
究
第
十
五
巻
二
号
）

　
最
後
に
附
載
し
た
表
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
こ
の
表
1
は
練
夢
家
氏
の
「
西

周
銅
器
断
代
」
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
標
識
は
陳
氏
の
説
以
外
に
、
適
当

と
思
わ
れ
る
も
の
を
筆
者
が
追
加
し
た
（
但
し
器
形
・
文
様
・
字
形
な
ど
は
す

べ
て
陳
氏
の
説
）
。
　
群
別
は
以
上
の
標
識
に
よ
っ
て
筆
者
の
行
っ
た
も
の
で
、

個
々
の
器
に
つ
い
て
は
表
2
に
よ
っ
て
検
索
さ
れ
た
い
。
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